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l
)

議
案
第
十
二
号

三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
儲
置
及
び
管
理
に
濁
す
る
秦
例
の
1
部
改
正
に

つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
鑑
律
第
六
十
七
号
)
壌
九
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
二
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

田

　

真

　

一

那

昭
和
六
式
年
春
用
せ
捨
匂
　
原
案
可
決

三
餌
町
観
各
級
長
安
井
由
符
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二

一

　

　

　

　

　

′

叫
ヽ

三
朝
町
条
例
第
　
了
　
　
号

三
朝
町
立
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
ー
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

三
東
町
立
社
会
体
育
施
政
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
凄
例
(
昭
和
四
十
四
年
三
朝
町
条
例

第
_
.
1
号
)
　
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
桑
の
表
中
町
営
三
朝
陸
上
競
技
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡



別
義
一
の
町
営
三
朝
陸
上
競
技
場
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

辛

夜

間

附

則

こ
の
条
例
は
､
1
昭
和
六
十
二
年
四
方
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡

rip.


